
○通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

○「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

○自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

第７号 令和８年４月１日
石川県警察本部
交通企画課

(076)225-0110

【いぬわし君の交通安全Journal】
◇ 毎月１日、15日（土・日・祝の場合、翌平日）に配信します。
◇ 県警のウェブサイトにも掲載しています。www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

Ｘ（旧ツイッター）を運用しています。フォローお願いします！【石川県警察交通安全情報＠IP_koutuu_anzen】

交通安全Journal
ジャーナル

いぬわし君の

こどもを守る安全運転

期間：令和８年４月６日（月）～４月15日（水）

スピードダウン

学校や公園等周辺は、

こどもの急な飛び出

しに備えてスピード

を落としましょう。

飛び出しに注意

駐車車両の死角や見

通しの悪い交差点等

からの飛び出しに注

意しましょう。

運動の重点

令和８年

春の全国交通安全運動

歩行者優先

歩行者が横断歩道を

渡ろうとしている時

は横断歩道の手前で

一時停止しましょう。

右左折先の横断者に注意

右左折した先に歩行

者や自転車がいない

かしっかり確認しま

しょう。

・家庭でも交通ルールを繰り返し教える

・保護者が普段から交通ルールを守り、こどものお手本になる

・外ではこどもから目を離さず、手をつないで歩くようにする

保護者の方へ

４月は、道路交通の場に慣れていない新入学児童等が交通事故の被害に遭うことが
懸念されるため、安全運転を心掛け、交通事故を防ぎましょう。

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

